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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】解除タブの動作不能や、不意の解除が低減する
爪ラッチデバイスを提供する。
【解決手段】一体型解除構造部は、爪ラッチデバイス１
００のロックヘッド１０８に連結される爪１１０に一体
的に連結される。ロックヘッド１０８は、ロックヘッド
１０８を貫通する、第２のチャネルと結合された第１の
チャネルを含むスロットを画定する。爪１１０は、第２
のチャネルの内部に配設され、ロックヘッド１０８に対
して内部で位置決めされる。爪１１０は、細長ストラッ
プ１０２が第１のチャネルの内部に配設されるときに、
細長ストラップ１０２のセレーションに係合するための
複数の爪歯を有する。一体型解除構造部は、取外しツー
ルを受け入れるために爪１１０の中間セクションに開放
空洞の複数の側面を画定するように成形された少なくと
も１つの壁を含み、壁は、第１のチャネルに両方が面し
て１つ又は複数の追加の爪歯を有する対向する端部１０
６を有する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　爪ラッチデバイスであって、該爪ラッチデバイスは、
　前記爪ラッチデバイスのロックヘッドに連結される爪に一体的に連結された一体型解除
構造部を含み、前記ロックヘッドはスロットを画定し、前記スロットは前記ロックヘッド
を貫通しており、第２のチャネルと結合された第１のチャネルを含み、前記第１のチャネ
ルは、複数のセレーションを有する細長ストラップを受け入れるように構成されており、
前記爪は、前記スロットの前記第２のチャネルの内部に配設され、前記ロックヘッドの内
部に位置決めされ、前記爪は複数の爪歯を有し、前記複数の爪歯は、前記細長ストラップ
が前記第１のチャネルの内部に配設されるときに、前記細長ストラップの前記複数のセレ
ーションに係合するように構成されており、
　前記一体型解除構造部は、
　　　　少なくとも１つの壁であって、前記少なくとも１つの壁は、取外しツールを受け
入れるために前記爪の中間セクションに開放空洞の複数の側面を画定するような形になっ
ており、前記少なくとも１つの壁は、対向する端部を有し、前記対向する端部は両方とも
前記第１のチャネルに面している、前記少なくとも１つの壁と、
　　　　１つ又は複数の追加の爪歯であって、前記１つ又は複数の追加の爪歯は、前記第
１のチャネルに面している前記少なくとも１つの壁の前記対向する端部に配設された、前
記１つ又は複数の追加の爪歯と、を含む、爪ラッチデバイス。
【請求項２】
　請求項１に記載の爪ラッチデバイスにおいて、前記爪は、前記空洞の底部を画定する平
坦面を含み、前記平坦面は窪みを有し、前記窪みは前記取外しツールの先端を受け入れる
ように構成されており、前記取外しツールの前記先端が滑って、前記爪の前記平坦面を横
切り、前記第１のチャネルのほうに動いてしまうことを防止する、爪ラッチデバイス。
【請求項３】
　請求項１に記載の爪ラッチデバイスにおいて、
　前記少なくとも１つの壁は後壁を含み、前記後壁は２つの側壁とつながっており、前記
空洞のまわりにＵ形状構造を形成するようになっており、
　前記１つ又は複数の爪歯は、前記第１のチャネルに面している各側壁の一端に配設され
る、爪ラッチデバイス。
【請求項４】
　請求項３に記載の爪ラッチデバイスにおいて、前記後壁は前記側壁を補強するように構
成されており、前記１つ又は複数の追加の爪歯のくさび止め強度を高めるようになってい
る、爪ラッチデバイス。
【請求項５】
　請求項３に記載の爪ラッチデバイスにおいて、前記側壁を前記後壁と一体化することに
より、前記１つ又は複数の爪歯が前記細長ストラップの前記複数のセレーションのうちの
１つ又は複数のセレーションと圧縮係合し、力が前記後壁に対して前記細長ストラップか
ら離れる方向にかけられるとき、前記１つ又は複数の爪歯を係合解除するために、補強的
な強度を前記後壁に与えるようになっている、爪ラッチデバイス。
【請求項６】
　請求項１に記載の爪ラッチデバイスにおいて、前記空洞は、前記第１のチャネルに面し
ている前記１つ又は複数の爪歯の一部を含む前記爪の一部の分岐部によって形成される、
爪ラッチデバイス。
【請求項７】
　請求項１に記載の爪ラッチデバイスにおいて、前記少なくとも１つの壁は前記空洞を画
定するような形になっており、業界標準のマイナスドライバとサイズが適合するようにな
っている、爪ラッチデバイス。
【請求項８】
　請求項１に記載の爪ラッチデバイスにおいて、前記少なくとも１つの壁は、前記取外し
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ツールの先端の輪郭に適合するような形になっている、爪ラッチデバイス。
【請求項９】
　請求項１に記載の爪ラッチデバイスにおいて、前記１つ又は複数の追加の爪歯は、前記
空洞によって離間された２つの実質上平行な列に配置される、爪ラッチデバイス。
【請求項１０】
　請求項１に記載の爪ラッチデバイスにおいて、前記一体型解除構造部は前記ロックヘッ
ドの内部で位置決めされており、前記一体型解除構造部が前記ロックヘッドの外側に延び
ていないようなっている、爪ラッチデバイス。
【請求項１１】
　請求項１に記載の爪ラッチデバイスにおいて、前記一体型解除構造部の表面は、前記ロ
ックヘッドの外側表面と実質的に同じ高さである、爪ラッチデバイス。
【請求項１２】
　爪ラッチデバイスであって、該爪ラッチデバイスは、
　細長ストラップを含み、該細長ストラップは、ヘッド端、前記ヘッド端の反対側にある
テール端、及び、前記細長ストラップの一方側に配設された複数のセレーションを有し、
　前記爪ラッチデバイスは、また、ロックヘッドを含み、該ロックヘッドは、前記細長ス
トラップの前記ヘッド端に一体的に連結され、前記ロックヘッドはスロットを画定し、前
記スロットは前記ロックヘッドを貫通しており、第１及び第２の結合されたチャネルを含
み、前記第１のチャネルは、前記複数のセレーションを備えた前記細長ストラップを受け
入れるように構成されており、
　前記爪ラッチデバイスは、また、爪を含み、該爪は、前記ロックヘッドへのヒンジ連結
を介して前記第２のチャネルの内部に配設され、前記ロックヘッドの上部表面よりも下に
位置決めされ、前記爪は、前記第１のチャネルに面している前記爪の前面上に配設された
複数の爪歯を含み、前記複数の爪歯は、前記細長ストラップの前記テール端が前記第１の
チャネルの内部に配設されるとき、前記複数のセレーションの１つ又は複数のセレーショ
ンと係合するように構成されており、
　前記爪ラッチデバイスは、また、一体型解除構造部を含み、該一体型解除構造部は、前
記爪に一体的に連結され、前記一体型解除構造部は複数壁構造を含み、前記複数壁構造は
前記空洞の複数側面を画定し、また、前記複数壁構造は、前記第１のチャネルに面してい
る端部を有しており、前記複数壁構造は、取外しツールを受け入れるように構成されてい
る前記爪の中間セクションに空洞を画定し、前記複数壁構造の前記端部は、１つ又は複数
の追加の爪歯を有する、爪ラッチデバイス。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の爪ラッチデバイスにおいて、前記爪は、前記空洞の底部を画定する
前記爪の平坦面の窪みを含み、前記窪みは、前記取外しツールの先端を受容するように構
成されており、前記取外しツールの前記先端が前記第１のチャネルに向かう又はそこから
離れるように横方向に動いてしまうことを防止する、爪ラッチデバイス。
【請求項１４】
　請求項１２に記載の爪ラッチデバイスにおいて、前記複数壁構造は前記空洞を画定する
ような形になっており、前記取外しツールの先端の輪郭及びサイズに適合するようになっ
ている、爪ラッチデバイス。
【請求項１５】
　請求項１４に記載の爪ラッチデバイスにおいて、前記取外しツールは、平刃形の先端を
含む、爪ラッチデバイス。
【請求項１６】
　請求項１４に記載の爪ラッチデバイスにおいて、前記複数壁構造は、約１．０ｍｍから
約３．０ｍｍの範囲内の高さを有する、爪ラッチデバイス。
【請求項１７】
　請求項１２に記載の爪ラッチデバイスにおいて、前記複数壁構造は後壁を含み、前記後
壁は２つの側壁に一体的に連結されており、前記空洞のまわりのＵ形状構造を形成するよ
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うになっている、爪ラッチデバイス。
【請求項１８】
　請求項１７に記載の爪ラッチデバイスにおいて、前記側壁は、約０．８ｍｍから約１０
ｍｍの範囲内である距離によって離間される、爪ラッチデバイス。
【請求項１９】
　請求項１７に記載の爪ラッチデバイスにおいて、前記後壁は、約０．５ｍｍから約２ｍ
ｍの範囲内にある距離だけ前記爪の前記前面からオフセットしている、爪ラッチデバイス
。
【請求項２０】
　請求項１２に記載の爪ラッチデバイスにおいて、前記複数壁構造は後壁及び２つの側壁
を含み、前記後壁及び前記２つの側壁が一緒になって前記空洞を画定しており、前記後壁
は、前記２つの側壁から接合されておらず、前記２つの側壁は、前記取外しツールの先端
を案内するように構成されており、前記２つの側壁は、前記第１のチャネルに面している
１段又は複数の段の爪歯を有し、前記細長ストラップが前記第１のチャネルの内部に配設
されるときに前記細長ストラップの前記複数のセレーションの１つ又は複数のセレーショ
ンと係合するように構成されている、爪ラッチデバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　[0001]本出願は、２０２０年５月１８日に提出された「Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｒｅｌ
ｅａｓｅ　Ｆｅａｔｕｒｅ　ｆｏｒ　Ｐａｗｌ－Ｌａｔｃｈｉｎｇ　Ｄｅｖｉｃｅｓ」と
題する米国（通常）特許出願第１６／８７６，７２２号（この基礎出願は、米国特許法第
１１９条（ｅ）の下で、２０１９年６月１２日に提出された「Ｃａｂｌｅ　Ｔｉｅ　ｗｉ
ｔｈ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｌｏｗ　Ｐｒｏｆｉｌｅ　Ｒｅｌｅａｓｅ　Ｆｅａｔｕｒ
ｅ」と題する米国仮特許出願第６２／８６０，４２４号について優先権を主張している）
について優先権を主張し、その開示内容は、参照によってその全体が本明細書に組み込ま
れている。
【背景技術】
【０００２】
　[0002]ケーブルタイ（結束帯）及び他の爪ラッチデバイス（例えば、ケーブルタイ、ク
リップ、クランプ）は、物の束（例えば、ワイヤ束）を固定するために使用されてきた長
い歴史を有している。多くのケーブルタイは、ケーブルタイを束のまわりの固定（結束）
位置から使用者が取り外すのを可能にする解除タブなどの解除（取外し又はリリースとも
言う）構造部を設けて開発されてきた。そのようなものが特に有用であるのは、ケーブル
タイが束のまわりで強く引っ張られているときである。しかしながら、従来の解除タブは
尖った突出する縁部を有しており、使用者がケーブルタイを取り付けたり、それを取り外
そうとしたりするときなどに、使用者が怪我をする危険性があった。また、場合によって
は、それらの尖った縁部は、包装袋に穴を開ける場合があり、例えば、ナイロン製ケーブ
ルタイが乾いた環境中で乾燥して破損し易くなってしまう。多くの従来の解除タブは、使
用者が束のまわりできつく引っ張られているケーブルタイを取り外そうとしているときに
、取り外すことができずに、屈曲し、変形し、へこむ場合があり、解除タブを動作不能に
し、また、切断などの他の手段を介してケーブルタイを取り外すときに束への損傷のリス
クを著しく増加させる。
【０００３】
　[0003]従来の解除タブは、マイナスドライバなどの取外しツールが滑って、解除タブか
ら外れてしまう場合もあり、使用者の怪我や束への損傷というリスクに晒す。突出した解
除タブは、設置や保守中に、特に、ケーブルタイが低い張力下にあるときに、使用者やツ
ールが偶然に接触したために不意に解けてしまうこともある。また、ケーブルタイに張力
をかけて、ケーブルタイから余分な材料を切り取る取付ツールを設置した際、突出した解
除タブは取付ツールの邪魔になり、取付ツールがケーブルタイをケーブルタイヘッドに沿
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って切断できなくなってしまう。突出した解除タブがストラップをヘッドの近くで切断で
きないとなるとストラップの切断した部分が突出してしまい、ケーブルタイヘッドから尖
った突出部が余分に出てしまい、また、取付ツールによる解除タブの不意の解除というリ
スクがある。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　[0004]この明細書は爪ラッチデバイス用の一体型解除構造部に関するものである。特に
、一体型解除構造部は、爪ラッチデバイスのロックヘッドに連結される爪に一体的に連結
されている。ロックヘッドはスロットを画定し、このスロットは、ロックヘッドを貫通し
、第２のチャネルと結合された第１のチャネルを含んでいる。第１のチャネルは、複数の
セレーション（ｓｅｒｒａｔｉｏｎ；鋸歯状部とも言う）を有する細長ストラップを受容
するように構成されている。爪（ｐａｗｌ；歯止めとも言う）は、スロットの第２のチャ
ネルの内部に配設され、ロックヘッドに対して内側で位置決めされる。爪は複数の爪歯を
有し、これらの爪歯は、細長ストラップが第１のチャネルの内部に配設されるときに、細
長ストラップのセレーションに係合するように構成されている。一体型解除構造部は少な
くとも１つの壁を含み、この壁は、取外しツールを受け入れるために爪の中間セクション
に開放空洞（ｏｐｅｎ　ｃａｖｉｔｙ）の複数の側面を画定するような形になっている。
壁は、対向する端部を有し、これらの端部は第１のチャネルに面している。一体型解除構
造部は１つ又は複数の追加の爪歯を含み、この爪歯は、第１のチャネルに面している、壁
の対向する端部に配設されている。
【０００５】
　[0005]更に別の態様では、爪ラッチデバイスが開示されており、この爪ラッチデバイス
は、細長ストラップ、ロックヘッド、爪、及び、一体型解除構造部を含む。細長ストラッ
プは、ヘッド端、ヘッド端の反対側にあるテール端（ｔａｉｌ　ｅｎｄ；尾端）、及び、
細長ストラップの一方側に配設された複数のセレーションを有する。ロックヘッドは、細
長ストラップのヘッド端に一体的に連結される。加えて、ロックヘッドはスロットを画定
し、このスロットはロックヘッドを貫通し、結合した第１及び第２のチャネルを含む。第
１のチャネルは、複数のセレーションを備えたストラップを受け入れるように構成されて
いる。爪は、ロックヘッドへのヒンジ連結により第２のチャネルの内部に配設され、ロッ
クヘッドの上部表面より下に位置決めされる。爪は複数の爪歯を含み、これらの爪歯は、
第１のチャネルに面している爪の面上に配設されている。複数の爪歯は、細長ストラップ
のテール端が第１のチャネルの内部に配設されるとき、複数のセレーションのうちの１つ
又は複数のセレーションと係合するように構成されている。一体型解除構造部は、爪に一
体的に連結される。また、一体型解除構造部は、空洞の複数側面を画定し第１のチャネル
に面している端部を有する複数壁構造を含む。複数壁構造は、取外しツールを受け入れる
ように構成されている爪の中間セクションに空洞を画定する。複数壁構造の端部は、１つ
又は複数の追加の爪歯を有する。
【０００６】
　[0006]この概要は、爪ラッチデバイス用の一体型解除構造部のための簡略化された概念
を紹介するためのものである。爪ラッチデバイス用の一体型解除構造部については、下の
詳細な説明及び図面において更に説明される。この概要は、請求項の主題の本質的な特徴
を特定することを意図されておらず、請求項の主題の範囲を決定するのに使用することも
意図されていない。
【０００７】
　[0007]爪ラッチデバイス用の一体型解除構造部の１つ又は複数の態様の詳細は、次に続
く図面を参照して、本明細書において説明されている。同じ番号は、同様の特徴部や構成
要素の参照のために、図面全体に亘って使用されている。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
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【図１】一体型解除構造部を備えた爪ラッチデバイスの実装例を例示する図である。
【図２】本明細書で説明される実装に係る一体型解除構造部を備えた図１からの爪ラッチ
デバイスのロックヘッドの等角図である。
【図３】図１からの爪ラッチデバイスのロックヘッドの平面図である。
【図４】図２の断面線４－４から見たロックヘッドの正面断面図である。
【図５】図３の断面線５－５から見たロックヘッドの正面断面図である。
【図６】図３の断面線６－６から見たロックヘッドの斜視的断面図である。
【図７】本明細書で説明される実装に係る一体型解除構造部を備えたロックヘッドの実装
例の等角図である。
【図８】図７の断面線８－８から見たロックヘッドの斜視的断面図である。
【図９】本明細書で説明される実装に係る一体型解除構造部を備えたロックヘッドの実装
例の等角図である。
【図１０】図９の断面線１０－１０から見たロックヘッドの斜視的断面図である。
【図１１】図１１Ａ及び図１１Ｂは、束のまわりに固定されている爪ラッチデバイスの実
装例を例示する図である。
【図１２】図１２Ａ及び図１２Ｂは、取付ツールによって設置されている図１１Ａ及び図
１１Ｂからの爪ラッチデバイスの実装例を例示する図である。
【図１３】圧縮可能な束のまわりに固定される高張力下の爪ラッチデバイスの実装例の等
角図である。
【図１４】図１３からの高張力下の爪ラッチデバイスの平面図である。
【図１５】図１４の断面線１５－１５から見た高張力下の爪ラッチデバイスの断面図であ
る。
【図１６Ａ】図１５の高張力下の爪ラッチデバイスが、一体型解除構造部と接続された取
外しツールによって取り外されている時の一連の流れの例を示すものである。
【図１６Ｂ】図１５の高張力下の爪ラッチデバイスが、一体型解除構造部と接続する取外
しツールによって取り外されている時の一連の流れを例示すものである。
【図１６Ｃ】図１５の高張力下の爪ラッチデバイスが、一体型解除構造部と接続する取外
しツールによって取り外されている時の一連の流れを例示すものである。
【図１６Ｄ】図１５の高張力下の爪ラッチデバイスが、一体型解除構造部と接続する取外
しツールによって取り外されている時の一連の流れを例示すものである。
【図１６Ｅ】図１５の高張力下の爪ラッチデバイスが、一体型解除構造部と接続する取外
しツールによって取り外されている時の一連の流れを示すものである。
【図１６Ｆ】図１５の高張力下の爪ラッチデバイスが、一体型解除構造部と接続する取外
しツールによって取り外されている時の一連の流れを例示す図である。
【図１７】図１７Ａ及び図１７Ｂは、一体型解除構造部と接続する取外しツールによって
取り外される図１５の高張力下の爪ラッチデバイスの別の実施例を示す図である。
【図１８】一体型解除構造部を備えた薄型ロックヘッドの実施例の等角図である。
【図１９】図１８の断面線１９－１９から見た薄型ロックヘッドの正面断面図である。
【図２０】図１～図１９からの爪ラッチデバイスのロックヘッドの代替の実施例の斜視的
断面図である。
【図２１】図２０の爪ラッチデバイスのロックヘッドの別の斜視的断面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　[0008]爪ラッチデバイス用の一体型解除構造部の１つ又は複数の態様の詳細が、下で説
明されている。ケーブルタイ（結束帯とも言う）組立体などの爪（歯止めとも言う）ラッ
チデバイス用の従来の解除（取外し又はリリースとも言う）構造部は、使用者を傷付ける
又は包装袋を切り裂く可能性のある尖った突出解除タブを有する。解除タブは、束のまわ
りで強く引っ張られている爪ラッチデバイスを取り外すのを使用者が試みているときに、
屈曲、変形、及び、たわむ場合もあり、解除タブが機能しなくなってしまうことがある。
加えて、突出した解除タブは、取付ツールの邪魔になってしまう場合があり、また、不意
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に解けてしまう場合もある。本明細書で使用される用語「束」は、爪ラッチデバイス１０
０によって束ねられる物を指す。例示的な爪ラッチデバイスを介して束ねられる束の一般
例は、ワイヤ束、或いは、ケーブル、ひも、ホース、チューブ、導管、又は、固定を要す
る他の物（例えば、細長い物）の束を含む。束を束ねる追加の実施例は、蔓を格子に固定
したり、苗木を杭に固定したり、動物用のフェンスをポールに固定したり等々を含む。
【００１０】
　[0009]本明細書で説明される一体型解除構造部は、爪ラッチデバイスのロックヘッド（
ケーブルタイヘッドとも呼ばれる）の内部で、爪などの爪機構に連結されている。一体型
解除構造部は、ロックヘッドに対して内側で位置決めされ、したがって、ロックヘッドの
外側に延びる突出する部分が存在せず、それは、従来の突出する解除構造部と対照的に、
使用者の怪我や隣接する材料への損傷というリスクを排除する。
【００１１】
　[0010]一体型解除構造部は、１つ又は複数の爪歯の一部の分岐部（ｂｉｆｕｒｃａｔｉ
ｏｎ；二股に分かれた箇所）によって形成されることがあり、壁構造を作り出す。加えて
、一体型解除構造部には爪歯（例えば、分岐爪歯の残りの部分）の部分的な段（ｒｏｗ；
列とも言う）が含まれ、これらの爪歯は、従来のケーブルタイ爪と比較して改善された爪
対ストラップのセレーション係合強度（ループ引張強度とも呼ばれる）を得るためのもの
である。
【００１２】
　[0011]いくつか態様では、壁構造は、補強された構造であって、下で詳細に説明される
通り、屈曲、変形等の可能性が少なくなる。例えば、壁構造は、マイナスドライバなどの
取外しツールとサイズが適合するＵ形状構造を形成することがあり、こうして、ドライバ
による取り外し動作を制限して、隣接する外部の構成要素が設置者の手をえぐってしまう
のを防ぐ。こうして、一体型解除構造部の補強された構造は、構造的な剛性、及び、爪機
構を係合解除における信頼性を改善する。これは、特に、屈曲、変形、又は、壊れること
なく、爪機構が高い力（例えば、ストラップ・セレーションと爪歯との間で高い係合力を
引き起こす爪ラッチデバイスによるストラップにおける高い引張力）で係合する場合に当
てはまる。更に、一体型解除構造部は、ケーブルタイ爪などの多くの標準的な爪を、その
外側全体の寸法の変更をせずに、解除可能な爪にするために使用される場合がある。
【００１３】
　実施例
　[0012]図１は、爪ラッチデバイス１００（例えば、ケーブルタイ組立体）の実施例であ
り、これにより一体型解除構造部の１つ又は複数の態様を実施することができる。爪ラッ
チデバイス１００は、ヘッド端１０４と、ヘッド端１０４の反対側にあるテール端１０６
と、を有する細長ストラップ１０２（又はバンド）を含む。爪ラッチデバイス１００は、
ストラップ１０２のヘッド端１０４に一体的に連結されたロックヘッド１０８も含む。ス
トラップ１０２は、ストラップの長手側の一方に複数のセレーション（図１には、セレー
ションがストラップの底部側に配設されるという理由で示されていない）も含み、セレー
ションがロックヘッド１０８の内部で爪機構１１０に係合するように構成されている。下
でより詳細に説明されるように、爪機構１１０は、ロックヘッド１０８の内部に配設され
ている。本明細書で説明される爪ラッチデバイス１００は、一体型解除構造部の実施につ
いての単なる例である。クリップやクランプなど任意の適切な爪ラッチデバイスを使用し
て一体型解除構造部を実施することができる。
【００１４】
　[0013]図２は、本明細書で説明されている実施例に係る一体型解除構造部２０２を備え
た図１の爪ラッチデバイス１００のロックヘッド１０８の等角図である。図３は、図２の
爪ラッチデバイス１００のロックヘッド１０８の平面図である。ロックヘッド１０８はス
ロット２０４を画定しており、このスロット２０４は、第１のチャネル３０２と、第１の
チャネル３０２に結合される第２のチャネル３０４と、を有する。スロットは、ロックヘ
ッド１０８を貫通する。第１のチャネル３０２は、ストラップ１０２のテール端１０６な



(8) JP 2020-200948 A 2020.12.17

10

20

30

40

50

ど、ストラップ１０２を受け入れるように構成されている。爪機構１１０は、第２のチャ
ネル３０４の内部に配設され、したがって、ストラップ１０２が第１のチャネル３０２の
内部に配設されるときに、爪機構は、ストラップ１０２と係合して、第１のチャネル３０
２を通るストラップ１０２の一方向の動きを可能にし、反対方向のストラップ１０２の動
きに抵抗する。詳細を下で説明する。
【００１５】
　[0014]図４は、図２の断面線４－４から見たロックヘッド１０８の正面断面図である。
爪機構１１０は爪４０２を含み、この爪４０２はロックヘッド１０８の内側で接続され、
このロックヘッド１０８は、スロット２０４の第２のチャネル３０４の内部にヒンジ連結
部４０４を形成する。爪は、第１のチャネル３０２に面する複数の爪歯４０６を含む。爪
歯は突出部を含み、この突出部は爪４０２から第１のチャネル３０２に向けて延び、第１
のチャネル３０２の一端に向けて傾斜している。すなわち、例えば、突出部はロックヘッ
ド１０８の上部表面４０８（外側表面）に向けて傾いている。爪歯４０６は、ストラップ
１０２のテール端１０６の一部が第１のチャネル３０２の内部に配設されるときに、スト
ラップ１０２のテール端１０６のセレーションに係合するように構成されている。爪４０
２はロックヘッド１０８の内部に位置決めされ、したがって、爪４０２がロックヘッド１
０８の上部表面４０８より上に突き出ておらず、また、ロックヘッド１０８の底部表面４
１０より下に突き出ていないようになっている（すなわち、爪４０２が第２のチャネル３
０４から縦方向に突出しない）。爪４０２は、ロックヘッド１０８の内部に完全に納まっ
ている。それにより、使用者を怪我させる、或いは、軟質の束及び／又はホースに重なる
隣接のルーティング（ｒｏｕｔｅｄ；配索）された材料、又は、爪ラッチデバイスの包装
袋を損傷させる可能性のある尖った突出部を有する爪４０２の危険性が実質的になくなる
。
【００１６】
　[0015]図５は、図３の断面線５－５に沿ったロックヘッドの正面断面図である。図６は
、図３の断面線６－６に沿ったロックヘッドの断面図である。図５及び６（また、図２及
び３に示されている）に例示されたように、爪４０２は、一体型解除構造部２０２を含む
。一体型解除構造部２０２は、爪４０２に一体的に連結された壁構造５０２によって画定
される。壁構造５０２は少なくとも１つの壁を有し、この壁は爪４０２の中間セクション
に開放空洞５０４を画定するような形状になっており、マイナスドライバなどの取外しツ
ールの先端を受け入れるための開口を備える。
【００１７】
　[0016]図６の例では、壁構造５０２は、後壁６０２と、２つの側壁６０４と、を有する
複数壁構造である。いくつかの態様では、後壁６０２は側壁６０４とつながっており、空
洞５０４のまわりにＵ形状構造を形成するようになっている。壁構造５０２の各端は爪歯
４０６のような１つ又は複数の爪歯を含み、この爪歯は第１のチャネル３０２に面してい
る。。後壁６０２は側壁６０４を補強するように構成されており、高ループ（ｈｉｇｈ－
ｌｏｏｐ）引張強度をかけている時に、くさび止め強度（ｗｅｄｇｉｎｇ　ｓｔｒｅｎｇ
ｔｈ；固着強度とも言う）を高めるようになっている。その例は、図１３～図１５に関し
て下で説明される。更に、側壁６０４を後壁６０２と一体化したため、爪歯がストラップ
１０２のテール端１０６のセレーションと圧縮係合し、取外しツールにより力が後壁６０
２に対してストラップ１０２から離れるようにかけられたとき、爪歯４０６を係合解除す
るために補強するための強度が後壁６０２に備わっている。
【００１８】
　[0017]いくつかの態様では、空洞５０４は、爪４０２の一部での分岐部（又は、隙間、
凹部、空間、欠損部等々）によって形成され、第１のチャネル３０２に面する爪歯４０６
の一部を含む。図５及び図６に示された例では、爪４０２の一部の分岐部は２列の爪歯４
０６の間の中間部分を備える。この中間部分は、もしそれが形成されていなければ、スト
ラップ１０２が第１のチャネル３０２の内部に配設されるときに、歯爪４０６がストラッ
プ１０２のテール端１０６のセレーションに接触したであろう部分である。爪４０２の一
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部の分岐部は、１段、２段、又は、３段等、任意の適切な数の段（ｒｏｗ）の爪歯４０６
の一部を含むことができる。壁構造５０２によって形成された空洞５０４は、取外しツー
ルの先端の輪郭及びサイズに適合するように画定されることができる。取外しツールとは
、業界標準のマイナスドライバ等のことであり、爪機構１１０を解除するために使用可能
なものである。壁構造５０２は、取外しツールのヘッド又は先端の輪郭に適合するような
形であり、取外しツールを空洞５０４の中に案内して、取外しツールが滑って後壁６０２
から外れることを防止する。壁構造５０２は、壁構造５０２の端部に配設された爪歯４０
６の残りの部分（分岐部の対向する側部の部分）が、空洞５０４によって分離された２つ
の実質上平行な列に配置されるように、成形される。
【００１９】
　[0018]壁構造５０２は、それに適した任意の形状にすることができる。例えば、壁構造
５０２は単一の壁であることがあり、この単一の壁は丸み付けられて半円又は半卵形を画
定し、取外しツールの丸い先端に適合するようにでき、１つ又は複数の爪歯は、単一の壁
の対向する端部に配設され、第１のチャネル３０２に面している。代替的に、壁構造５０
２は、Ｖ形状を形成する２つの壁を含むことがある。図６の例示された例に示されるよう
に、壁構造５０２は、Ｕ形状を形成する三壁構造を含むことがある。更に他の例では、壁
構造５０２は、取外しツールの輪郭に適合するのに適した形状を形成する４つ以上の壁を
含むことがある。
【００２０】
　[0019]いくつかの実施例では、小さなロックヘッドのサイズ制限のため、壁構造５０２
がマイナスドライバなどの薄い取り外し工具の形に適合ようにすることが実用的であるを
。したがって、側壁６０４は、約０．８ｍｍから約１０．０ｍｍの範囲内である距離（例
えば、図３のｙ軸線に沿った空洞５０４の幅）だけ離間され、業界標準のマイナスドライ
バとサイズがあうようにしてもよい。後壁６０２は、約０．５ｍｍから約２．０ｍｍの範
囲内である距離（例えば、図３のｘ軸線に沿った空洞５０４の深さ）だけ、第１のチャネ
ル３０２に面している爪４０２の前面からオフセットさせる（引き離す）ことができる。
壁構造５０２（側壁６０４及び後壁６０２）は、約１．０ｍｍから約３．０ｍｍの範囲内
である高さ（空洞５０４の高さ）を有することがある。図５及び図６では、壁構造５０２
の高さは、爪歯４０６の２つの列の高さに実質上等しい、すなわち、約２．０ｍｍであっ
てもよい。この実施形態では、後壁６０２は、側壁６０４と実質上同じ高さを有するもの
として例示されている。しかしながら、後壁６０２は、側壁６０４より高くしてもよく、
或いは、側壁６０４を後壁６０２よりも高くしてもよい。また、後壁６０２は、側壁６０
４の厚さと実質上同じ厚さであってもよい。代替的に、後壁６０２は、側壁６０４よりも
薄くてもよく、或いは、後壁６０２は、側壁６０４よりも厚くてもよい。
【００２１】
　[0020]図７は、本明細書で説明される実施例に係る一体型解除構造部を備えたロックヘ
ッドの実装例の等角図である。図８は、図７の断面線８－８から見たロックヘッドの斜視
的断面図である。図７及び図８に例示されたように、一体型解除構造部２０２は、図１～
６を参照して上で説明した実施例に比べて低くしてもよい。ここで、壁構造５０２の高さ
は、爪歯４０６の１つの列の高さに実質上等しいか又は約１．０ｍｍであることがある。
壁構造５０２のこの短めの高さは、高めの負荷の用途に有用であることがあり、そのよう
な用途とは、爪ラッチデバイス１００が束のまわりで強く引っ張られて、高い負荷（例え
ば、高いロック係合力または締め付け力）を爪４０２やその爪歯４０６にかけている場合
などである。高めの壁構造５０２（従って、爪歯４０６の追加の列間の深めの空洞５０４
）の場合、側壁６０４の端部の爪歯４０６の部分のくさび止め強度が弱いことがある。し
かしながら、各側壁６０４の幅の広くするといった選択肢をとり、それによって、くさび
止め強度を高めることができる。
【００２２】
　[0021]図９は、本明細書で説明される実施例に係る一体型解除構造部を備えたロックヘ
ッドの実施例の等角図である。図１０は、図９の断面線１０－１０から見たロックヘッド
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の斜視的断面図である。図９及び図１０に例示されたように、一体型解除構造部２０２は
、図１～８に関して上で説明された実施例に比べて大きめの高さにすることがある。ここ
で、壁構造５０２の高さは、爪歯４０６の３つの段（ｒｏｗ）の高さに実質上等しいか又
は約３．０ｍｍであってもよい。壁構造５０２のこの大きめの高さが有用となりうるのは
、爪ラッチデバイス１００が低めの相対張力下で束のまわりに配置され、軽めの負荷（例
えば、小さめのロック係合（締め付け）力）を爪４０２やその爪歯４０６をかける場合で
ある。一体型解除構造部２０２をこのように構築することにより、空洞５０４が大きくな
り、取外しツールにより爪４０２をストラップ１０２からより容易に係合解除させるため
のてこの力を増大することができる。その例は、図１６Ａから図１６Ｆに例示されている
。
【００２３】
　[0022]図１１Ａ及び図１１Ｂは、束のまわりに締め付けられている爪ラッチデバイスの
実施例を例示している。例示されたように、爪ラッチデバイス１００のストラップ１０２
は、束１１０２のまわりに巻き付けられ、ストラップ１０２のテール端１０６は第１のチ
ャネル３０２に挿入され、ストラップ１０２のセレーション１１０４が第２のチャネル３
０４に位置する爪４０２の爪歯４０６に対峙するようになっている。ストラップ１０２が
（矢印１１０６によって示されるように）第１のチャネル３０２を通って長手方向に移動
すると、セレーションの傾斜部分は、爪４０２の爪歯４０６の傾斜部分に係合し、爪４０
２が、矢印１１０８によって示されるように、ヒンジ連結部４０４を中心としてストラッ
プ１０２から離れてロックヘッド１０８のほうに回動するようになっている。爪４０２及
び一体型解除構造部２０２はロックヘッド１０８の上部表面４０８より下の位置のままで
、爪４０２が第２のチャネル３０４から長手方向に突出しないようになっている。
【００２４】
　[0023]図１２Ａ及び図１２Ｂは、取付けツールによって設置されている図１１Ａ及び図
１１Ｂの爪ラッチデバイスの実施例を例示する。いくつかの実施例では、取付ツール１２
０２は、爪ラッチデバイス１００に張力をかけるために使用され、ロックヘッド１０８の
上部表面４０８の上に延びるストラップ１０２の余分な長さを剪断する場合もある。図１
２Ａでは、取付けツール１２０２は、ロックヘッド１０８の上部表面４０８を押圧しなが
ら、ストラップ１０２を引くことによって、爪ラッチデバイス１００に張力をかけている
。図１２Ｂでは、取付ツール１２０２は、ストラップ１０２を剪断するためにブレード１
２０４を使用している。続いて、爪４０２は、ストラップ１０２に向けて回動し、爪４０
２の爪歯４０６がストラップ１０２のセレーション１１０４と係合し、爪ラッチデバイス
１００を定位置に固定することを可能にする。爪ラッチデバイス１００が束１１０２のま
わりで張力をかけられていることから、ストラップ１０２が剪断されるとき、残存するス
トラップ張力は、爪歯４０６がストラップ１０２のセレーション１１０４に係合するまで
、一時的に解除され、それによって、第１のチャネル３０２を通して束１１０２に向かう
逆の方向にストラップを動かす。更に、爪４０２及び一体型解除構造部２０２がロックヘ
ッド１０８の内部で位置決めされることから、取付ツールは、ロックヘッド１０８の上部
表面４０８と実質的と同じ面に沿ってストラップ１０２を剪断することができ、使用者の
怪我や隣接するルーティング（配索）された束、ホース等々への損傷のリスクをもたらす
可能性のあるストラップ１０２の突出する尖った縁部ができることがない。
【００２５】
　[0024]図１３は、圧縮可能な束のまわりに締め付けられた高張力下の爪ラッチデバイス
の実施例の等角図である。図１４は、図１３の高張力下の爪ラッチデバイスの平面図であ
る。図１５は、図１４の断面線１５－１５から見た高張力下の爪ラッチデバイスの断面図
である。爪ラッチデバイス１００は、束１１０２が圧縮されて変形されるように、束１１
０２のまわりで強く引っ張られている場合がある。高張力の爪ラッチデバイスは、従来の
単一壁解除タブ構造部を用いる取り外しが困難である場合があり、作業中に曲がったり損
傷したりすることがある。そのため、爪の取り外しに要するてこの力を得ることができな
い。その結果、そのような爪機構の解除構造部が役に立たない場合、爪ラッチデバイス１
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００を圧縮下の束１１０２から取り外すために、カットツールを使用するなど、代替の方
法が必要とされることになる。しかし、そのようなツールは、束１１０２に損傷を与える
ことなく、圧縮下の束１１０２のまわりの高張力下のストラップを切断することが極めて
困難である場合がある。一体型解除構造部２０２は、束１１０２への損傷の危険性なく、
爪機構１１０を係合解除する作業を信頼性高く行うことができる。
【００２６】
　[0025]図１６Ａから図１６Ｆには、図１５の高張力下の爪ラッチデバイスが、一体型解
除構造部と接続する取外しツールによって取り外される時の一連の流れが例示されている
。ここで、取外しツール１６０２は、マイナスドライバである。取外しツール１６０２は
、矢印１６０６によって示されるように、一体型解除構造部２０２によって画定される空
洞５０４に挿入される先端１６０４を含む。取外しツール１６０２の先端１６０４が、空
洞５０４の中に入れられ、空洞５０４の底部を画定する爪４０２の平坦面１６０８に当接
するとき、取外しツール１６０２をストラップ１０２に向けて又はそれから離れるように
回動させることができる。図１６Ｄでは、取外しツール１６０２を回動させることにより
、取外しツール１６０２のハンドル１６１０が、矢印１６１２によって示されるように、
ストラップ１０２に向けて回転し、取外しツール１６０２の先端１６０４が、ストラップ
１０２から離れて後壁６０２に向けて移動するようにする。代替的に、下で図１７Ａ及び
図１７Ｂに例示されるように、取外しツール１６０２は、反対方向に回動させることもで
きる。
【００２７】
　[0026]図１６Ｅ及び図１６Ｆを再び参照すると、取外しツール１６０２のハンドル１６
１０が、ストラップ１０２に向けて（矢印１６１２の方向に）回転すると、取外しツール
１６０２の先端１６０４は、力を一体型解除構造部２０２の後壁６０２の底部部分にかけ
、爪４０２をストラップ１０２から離れるように回動させ、それによって、爪歯４０６を
ストラップ１０２のセレーション１１０４から係合解除する。ストラップ１０２の張力に
起因して、ストラップ１０２は、第１のチャネル３０２を通って束１１０２に向けて長手
方向に迅速に移動する。
【００２８】
　[0027]図１７Ａから図１７Ｂは、一体型解除構造部に接続された取外しツールによって
取り外される図１５の高張力下の爪ラッチデバイスの別の実装例である。ここで、取外し
ツール１６０２のハンドル１６１０は、ストラップ１０２から離れるように回動される。
幾つかの態様では、取外しツール１６０２の先端１６０４は、取外しツール１６０２をこ
のように回動させるときに、ストラップ１０２のセレーション１１０４に当接することが
あり、結果として、取外しツール１６０２は、力を一体型解除構造部２０２の後壁６０２
の上部部分にかける。上で説明されたように、後壁６０２は側壁６０４によって補強され
ており、後壁６０２の上部部分にかけられる力により後壁６０２の屈曲又は変形してしま
うことを防止するようになっている。例示されたように、取外しツール１６０２のハンド
ル１６１０を、矢印１７０２によって示されるように、ストラップ１０２から離れるよう
に回転させることで、爪４０２の爪歯４０６を、ストラップ１０２のセレーション１１０
４から、係合解除させることができる。
【００２９】
　[0028]加えて、爪４０２の平坦面１６０８には、窪み１７０４を設けることができる。
窪み１７０４は溝又はチャネルとして形成することができ、そのような溝又はチャネルは
側壁６０４間の爪４０２の平坦面１６０８の幅に沿って縦に延びる。窪み１７０４は、取
外しツール１６０２の先端１６０４を受け止め、平坦面１６０８を横切る取外しツール１
６０２の先端１６０４の横方向の動き（例えば、ストラップ１０２近づいたり離れたりす
る動き）を防止するように形成されてもよい。
【００３０】
　[0029]図１８は、一体型解除構造部を備えた薄型ロックヘッドの実施例の等角図である
。図１９は、図１８の断面線１９－１９から見た薄型ロックヘッドの正面断面図である。
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薄型のロックヘッド１０８は、束ねたハーネス、ケーブル、ホース等々から（ロックヘッ
ド１０８が）それほど突出しておらずあまり邪魔にならないものとなっている。突出して
いるロックヘッド１０８が、例えば、移動中の車両の隣接する又は重なり合う束と接触し
ている場合、これらの束は、振動、サスペンションの跳ね返りに起因した動揺、サスペン
ションのない場合（例えば、重機）の衝撃、及び、脈動（油圧配管の固定の場合）に晒さ
れることがあり、結果として、突出しているヘッドと束との間に強い（ａｇｇｒｅｓｓｉ
ｖｅ）接触摩擦（損傷）が生ずる。したがって、薄型ロックヘッドは、車両用途において
望ましい。更に、薄型なので、ロックヘッド１０８が低く、組み立てられた爪ラッチデバ
イス１００の輪郭がそれほど突出しておらず、使い勝手がよくなっている。また、薄型ヘ
ッドの場合、全体的な部品サイズを縮小することができ、コンパクトにまとめることがで
きる。
【００３１】
　[0030]例示されたように、一体型解除構造部２０２の上部表面１９０２は、ロックヘッ
ド１０８の上部表面４０８と実質的（例えば、０．０１ｍｍの範囲内）に同じ高さである
。一体型解除構造部２０２の壁構造５０２は、側壁６０４の端部に１つ又は複数の段（ｒ
ｏｗ）の爪歯４０６を含むことがある。図１８及び図１９は、２つの段の爪歯４０６を有
する一体型解除構造部２０２を示しているが、薄型ロックヘッドの他の実施形態は、１つ
、２つ、３つ、又は、それ以上などの、任意の適切な数の段の爪歯４０６を有することが
ある。薄型のロックヘッドは、約６．０ｍｍから約８．０ｍｍの範囲内の高さを有するこ
とがある。上記のように、後壁６０２の厚さは、側壁６０４の厚さと実質上同じであるこ
とがある。代替的に、後壁６０２は、側壁６０４よりも薄いことがあり、或いは、後壁６
０２は、側壁６０４よりも厚いことがある。
【００３２】
　[0031]図２０は、図１～図１９の爪ラッチデバイスのロックヘッドの代替の実施例の斜
視的断面図である。図２１は、図２０の爪ラッチデバイスのロックヘッドの別の斜視的断
面図である。ここで、後壁６０２は、側壁６０４の個々に部分的に接合されて、Ｕ形状構
造を形成するが、Ｕ形状構造の各角部で完全につながってはない。例えば、Ｕ形状構造の
各角部で、分岐部が、後壁６０２の一部と各側壁６０４の一部との間に存在する。この実
施形態では、後壁６０２は、側壁６０４よりも高くなっている。しかしながら、後壁６０
２は、側壁６０４と実質上同じである高さであってもよく、或いは、後壁６０２は、側壁
６０４よりも低くてもよい。側壁６０４は、第１のチャネル３０２に面する１つ又は複数
の爪歯４０６の第１及び第２の部分を含む。一体型解除構造部２０２の空洞５０４は、１
つ又は複数の爪歯４０６の第１の部分と第２の部分との間の分岐部によって画定される。
側壁６０４は、取外しツールを空洞５０４内に案内し、取外しツールの横滑りを防止する
。更に、側壁６０４の爪歯４０６は、高ループ引張強度をかけている間、くさび止め強度
を高める。例示された実施例の残りの構造部は、図１～図１９に関して上で説明されたそ
れらと同様である。
【００３３】
　[0032]下記は、爪ラッチデバイス用の一体型解除構造部ための技術の追加例である。
【００３４】
　[0033]例１：　爪ラッチデバイスは、爪ラッチデバイスのロックヘッドに連結される爪
に一体的に連結された一体型解除構造部を含む。このロックヘッドはスロットを画定し、
このスロットはロックヘッドを貫通し、第２のチャネルと結合された第１のチャネルを含
む。第１のチャネルは、複数のセレーションを有する細長ストラップを受け入れるように
構成されている。爪は、スロットの第２のチャネルの内部に配設され、ロックヘッドの内
部で位置決めされている。爪は複数の爪歯を有し、これらの爪歯は、細長ストラップが第
１のチャネルの内部に配設されるときに、細長ストラップの複数のセレーションに係合す
るように構成されている。一体型解除構造部は、少なくとも１つの壁を含み、この少なく
とも１つの壁は、取外しツールを受け入れるために爪の中間セクションに開放空洞の複数
の側面を画定するような形をしており、少なくとも１つの壁は、第１のチャネルに両方が
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面している対向する端部を有し、一体型解除構造部は、また、１つ又は複数の追加の爪歯
を含み、この爪歯は、第１のチャネルに面している少なくとも１つの壁の対向する端部に
配設されている。
【００３５】
　[0034]例２．　例１に記載の爪ラッチデバイスにおいて、爪は、空洞の底部を画定する
平坦面を含み、平坦面は、取外しツールの先端を受容するように構成された窪みを有し、
取外しツールの先端が爪の平坦面を横切り、第１のチャネルのほうに滑って動いてしまう
ことを防止する。
【００３６】
　[0035]例３．　例１に記載の爪ラッチデバイスにおいて、少なくとも１つの壁は後壁を
含み、この壁は２つの側壁とつながっており、空洞のまわりにＵ形状構造を形成している
。１つ又は複数の爪歯は、第１のチャネルに面している各側壁の一端に配設される。
【００３７】
　[0036]例４．　例３に記載の爪ラッチデバイスにおいて、後壁は側壁を補強するように
構成されており、１つ又は複数の追加の爪歯のくさび止め強度を増加するようになってい
る。
【００３８】
　[0037]例５．　例３に記載の爪ラッチデバイスにおいて、側壁を後壁と一体化すること
により、１つ又は複数の爪歯が細長ストラップの複数のセレーションの１つ又は複数のセ
レーションと圧縮係合し、力が後壁に対して細長ストラップから離れる方向にかけられる
とき、１つ又は複数の爪歯を係合解除するための補強的強度が後壁に備わっている。
【００３９】
　[0038]例６．　例１に記載の爪ラッチデバイスにおいて、空洞は、第１のチャネルに面
している１つ又は複数の爪歯の一部を含む爪の一部の分岐部によって形成される。
【００４０】
　[0039]例７．　例１に記載の爪ラッチデバイスにおいて、少なくとも１つの壁は、業界
標準のマイナスドライバとサイズが適合ように、空洞を画定するような形になっている。
【００４１】
　[0040]例８．　例１に記載の爪ラッチデバイスにおいて、少なくとも１つの壁は、取外
しツールの先端の輪郭に適合するような形になっている。
【００４２】
　[0041]例９．　例１に記載の爪ラッチデバイスにおいて、１つ又は複数の追加の爪歯は
、空洞によって分離された２つの実質上平行な列に配置される。
【００４３】
　[0042]例１０．　例１に記載の爪ラッチデバイスにおいて、一体型解除構造部は、一体
型解除構造部がロックヘッドの外側に延びないように、ロックヘッドに対して内部で位置
決めされる。
【００４４】
　[0043]例１１．　例１に記載の爪ラッチデバイスにおいて、一体型解除構造部の表面は
、ロックヘッドの外側表面と実質的に同じ高さに位置している。
【００４５】
　[0044]例１２．　爪ラッチデバイスは、細長ストラップを含み、細長ストラップは、ヘ
ッド端、ヘッド端の反対側にあるテール端、及び、細長ストラップの一方側に配設された
複数のセレーションを有する。爪ラッチデバイスは、また、ロックヘッドを含み、ロック
ヘッドは、細長ストラップのヘッド端に一体的に連結され、ロックヘッドはスロットを画
定し、このスロットはロックヘッドを貫通し、第１及び第２の結合されたチャネルを含み
、第１のチャネルは、複数のセレーションを備えた細長ストラップを受容するように構成
されている。爪ラッチデバイスは、また、爪を含み、爪は、ロックヘッドへのヒンジ連結
を介して第２のチャネルの内部に配設され、ロックヘッドの上部表面の下に位置決めされ
、爪は、第１のチャネルに面している爪の前面上に配設された複数の爪歯を含み、複数の
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爪歯は、細長ストラップのテール端が第１のチャネルの内部に配設されるとき、複数のセ
レーションの１つ又は複数のセレーションと係合するように構成されている。爪ラッチデ
バイスは、また、一体型解除構造部を含み、一体型解除構造部は、爪に一体的に連結され
、一体型解除構造部は、空洞の複数側面を画定し第１のチャネルに面している端部を有す
る複数壁構造を含み、複数壁構造は、取外しツールを受容するように構成されている爪の
中間セクションに空洞を画定し、複数壁構造の端部は、１つ又は複数の追加の爪歯を有す
る。
【００４６】
　[0045]例１３．　例１２に記載の爪ラッチデバイスにおいて、爪は、空洞の底部を画定
する爪の平坦面の窪みを含み、窪みは、取外しツールの先端を受容するように構成されて
おり、取外しツールの先端が第１のチャネルに向かって又はそこから離れるように横方向
へ動いてしまうことを防止する。
【００４７】
　[0046]例１４．　例１２に記載の爪ラッチデバイスにおいて、複数壁構造は空洞を画定
するように形成されており、取外しツールの先端の輪郭及びサイズに適合するようになっ
ている。
【００４８】
　[0047]例１５．　例１４に記載の爪ラッチデバイスにおいて、取外しツールは、平刃形
の先端を備える。
【００４９】
　[0048]例１６．　例１４に記載の爪ラッチデバイスにおいて、複数壁構造は、約１．０
ｍｍから約３．０ｍｍの範囲内の高さを有する。
【００５０】
　[0049]例１７．　例１２に記載の爪ラッチデバイスにおいて、複数壁構造は、２つの側
壁に一体的に連結された後壁を含み、空洞のまわりのＵ形状構造を形成するようになって
いる。
【００５１】
　[0050]例１８．　例１７に記載の爪ラッチデバイスにおいて、側壁は、約０．８ｍｍか
ら約６．５ｍｍの範囲内の距離によって引離されている。
【００５２】
　[0051]例１９．　例１７に記載の爪ラッチデバイスであって、後壁は、約０．５ｍｍか
ら約２ｍｍの範囲内にある距離だけ爪の前面からオフセットしている。
【００５３】
　[0052]例２０．　例１２に記載の爪ラッチデバイスにおいて、複数壁構造は後壁及び２
つの側壁を含み、後壁及び２つの側壁が一緒になって空洞を画定し、後壁は、２つの側壁
から接合されておらず、２つの側壁は、取外しツールの先端を案内するように構成されて
おり、２つの側壁は、第１のチャネルに面している１つ又は複数の段の爪歯を有し、細長
ストラップが第１のチャネルの内部に配設されるときに、２つの側壁が細長ストラップの
複数のセレーションの１つ又は複数のセレーションと係合するように構成されている。
【００５４】
　結論
　[0053]爪ラッチデバイス用の一体型解除構造部の態様は、構造部及び／又は方法に固有
の言葉で説明されてきたが、添付の特許請求の範囲の主題は、説明された特定の構造部や
方法に必ずしも限定されない。むしろ、特定の構造部及び方法は、爪ラッチデバイス用の
一体型解除構造部の実施例として開示されており、他の等価な構造部や方法は、添付の特
許請求の範囲内にあることが意図されている。更に、様々な異なった態様が、説明されて
おり、各説明された態様が、独立して、或いは、１つ又は複数の他の説明された態様と関
連して、実装され得るということを理解されたい。
【符号の説明】
【００５５】
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　１００　爪ラッチデバイス
　１０２　細長ストラップ
　１０４　ヘッド端
　１０６　テール端
　１０８　ロックヘッド
　１１０　爪機構
　２０２　一体型解除構造部
　２０４　スロット
　３０２　第１のチャネル
　３０４　第２のチャネル
　４０２　爪
　４０４　ヒンジ連結部
　４０６　爪歯
　４０８　上部表面
　４１０　底部表面
　５０２　壁構造
　５０４　開放空洞
　６０２　後壁
　６０４　側壁
　１１０２　束
　１１０４　セレーション
　１２０２　取付ツール
　１２０４　ブレード
　１６０２　取外しツール
　１６０４　先端
　１６０８　平坦面
　１６１０　ハンドル
　１７０４　窪み
　１９０２　上部表面
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